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(57)【要約】
【課題】光源の点灯および消灯によるちらつきでユーザ
に不快感を与えてしまうことを低減する。
【解決手段】読取対象に対して予め定められた互いに異
なる照射位置から光を照射可能にされた複数の光源と、
複数の光源をヒトの目で点滅を識別できない周期で順次
且つ交互に点灯および消灯させるように制御する照明制
御手段と、複数の光源が順次且つ交互に読取対象に対し
て照射した光の反射光をそれぞれ画素毎に光電変換して
複数の読取画像を撮像する撮像部と、複数の光源の少な
くともいずれかが読取対象に対して光を照射した場合に
、撮像部が撮像した結果を１つ以上の読取画像として記
憶する記憶部と、複数の光源が読取対象に対して光を順
次且つ交互に照射して撮像部が撮像した複数の読取画像
それぞれの正反射光による画像レベルの変化が小さいと
予め定められた設定領域それぞれを合成して、読取画像
を合成する画像合成部と、を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取対象に対して予め定められた互いに異なる照射位置から光を照射可能にされた複数
の光源と、
　前記複数の光源をヒトの目で点滅を識別できない周期で順次且つ交互に点灯および消灯
させるように制御する照明制御手段と、
　前記複数の光源が順次且つ交互に読取対象に対して照射した光の反射光をそれぞれ画素
毎に光電変換して複数の読取画像を撮像する撮像部と、
　前記複数の光源の少なくともいずれかが読取対象に対して光を照射した場合に、前記撮
像部が撮像した結果を１つ以上の読取画像として記憶する記憶部と、
　前記記憶部が記憶した１つ以上の読取画像を用いて、前記複数の光源が読取対象に対し
て光を順次且つ交互に照射して前記撮像部が撮像した複数の読取画像それぞれの正反射光
による画像レベルの変化が小さいと予め定められた設定領域それぞれを合成して、読取対
象に対応する読取画像を合成する画像合成部と、
　を有することを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記撮像部を順次に遮光および露光させる電子シャッター
　をさらに有し、
　前記照明制御手段は、
　前記光源のいずれか１つが読取対象に対して光を照射した場合に、前記撮像部が撮像し
た読取画像を出力するまでの間、他の前記光源が読取対象に対して照射した光の反射光を
前記電子シャッターが前記撮像部に対して遮光するように制御すること
　を特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記撮像部は、
　前記光源のいずれか１つが読取対象に対して光を照射する毎に撮像した読取画像を出力
し、
　前記撮像部が複数回にわたって出力する読取画像を前記照射位置毎に所定回数加算する
加算部をさらに有し、
　前記記憶部は、
　前記加算部が前記照射位置毎に加算した読取画像をそれぞれ記憶すること
　を特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記照明制御手段は、
　前記周期を１０ｍＳ以下にすること
　を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記照明制御手段は、
　前記光源がそれぞれ読取対象に対して光を照射したときに前記撮像部が撮像する読取画
像それぞれの前記設定領域の画素平均値の差を算出し、算出した差が所定の閾値以上であ
る場合、算出した差に応じて前記複数の光源の少なくとも１つの光量を変更すること
　を特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記照明制御手段は、
　前記光源がそれぞれ読取対象に対して光を照射したときに前記撮像部が撮像する読取画
像それぞれの前記設定領域の画素平均値の差を算出し、算出した差が所定の閾値以上であ
る場合、算出した差に応じて少なくとも１つの前記照射位置に対する前記撮像部の露光時
間を変更すること
　を特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項７】



(3) JP 2017-103763 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

　前記照明制御手段は、
　前記光源がそれぞれ読取対象に対して光を照射したときに前記撮像部が撮像する読取画
像それぞれの前記設定領域の画素平均値の差を算出し、算出した差が所定の閾値以上であ
る場合、算出した差に応じて前記加算部が加算する回数を変更すること
　を特徴とする請求項３に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記照明制御手段は、
　前記複数の光源の少なくとも１つの光量を変更したときに、読取画像それぞれの前記設
定領域の画素平均値の差を所定値以下にすることができるか否かを判定し、
　前記照明制御手段が読取画像それぞれの前記設定領域の画素平均値の差を所定値以下に
することができないと判定した場合に、その旨を表示する表示部
　をさらに有すること
　を特徴とする請求項５に記載の画像読取装置。
【請求項９】
　読取対象に対して予め定められた互いに異なる照射位置から光を照射可能にされた２つ
の光源と、
　２つの前記光源を順次且つ交互に点灯および消灯させるように制御して読取対象に対し
て光を照射するとともに、一方の前記光源から他方の前記光源へ点灯状態を切替える場合
、２つの前記光源の点灯状態がオーバーラップするように制御する照明制御手段と、
　前記照明制御手段の制御により２つの前記光源から読取対象に対して照射した光の反射
光をそれぞれ画素毎に光電変換して複数の読取画像を撮像する撮像部と、
　２つの前記光源の少なくともいずれかが読取対象に対して光を照射した場合に、前記撮
像部が撮像した結果を１つ以上の読取画像として記憶する記憶部と、
　前記記憶部が記憶した１つ以上の読取画像を用いて、２つの前記光源が読取対象に対し
て光を照射して前記撮像部が撮像した複数の読取画像それぞれの正反射光による画像レベ
ルの変化が小さいと予め定められた設定領域それぞれを合成して、読取対象に対応する読
取画像を合成する画像合成部と、
　を有することを特徴とする画像読取装置。
【請求項１０】
　前記照明制御手段は、
　２つの前記光源の明るさをそれぞれ独立に駆動制御する２つの光源駆動手段と、
　２つの前記光源駆動手段に対し、２つの前記光源の点灯および消灯タイミングをそれぞ
れ決定することにより、２つの前記光源の点灯状況の同期をとる点灯タイミング制御手段
と、
　前記点灯タイミング制御手段に対し、２つの前記光源の点灯状態をオーバーラップさせ
るためのオーバーラップ期間や実施タイミングを指示する点灯オーバーラップ手段と、
を備える、
　ことを特徴とする請求項９に記載の画像読取装置。
【請求項１１】
　前記照明制御手段は、
　一方の前記光源を点灯させる際に、徐々に明るくなるように制御する点灯制御手段と、
　他方の前記光源を消灯させる際に、徐々に暗くなるように制御する消灯制御手段と、
を備え、
　前記点灯オーバーラップ手段は、２つの前記光源の点灯状態が重なるオーバーラップ期
間は、前記点灯制御手段と前記消灯制御手段とを実施することで生成する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の画像読取装置。
【請求項１２】
　前記照明制御手段は、
　２つの前記光源の点灯状態が重なるオーバーラップ期間において、前記消灯制御手段を
制御して一方の前記光源を徐々に暗くなるように消灯させるとともに、前記点灯制御手段
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を制御して他方の前記光源を徐々に明るくなるように点灯させることにより、照度を一定
に保つ照度一定制御手段を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の画像読取装置。
【請求項１３】
　前記照明制御手段は、
　一方の前記光源を先に点灯させ、次に他方の前記光源を点灯させる場合、前記点灯制御
手段により一方の前記光源を徐々に明るくなるように点灯させる点灯時間は、前記消灯制
御手段により他方の前記光源を徐々に暗くなるように消灯させる消灯時間より長くなるよ
うに制御する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の画像読取装置。
【請求項１４】
　前記照明制御手段は、
　一方の前記光源が読取対象に対して光を照射して前記撮像部が撮像した読取画像を記憶
する画像取込み時に、他方の前記光源を白飛びが発生しない明るさ以下で点灯させるプレ
点灯処理を開始するプレ点灯手段を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１０乃至１３の何れか１項に記載の画像読取装置。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の画像読取装置と、
　前記画像読取装置の出力に基づいて画像を形成する画像形成部と
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項１６】
　読取対象に対して予め定められた互いに異なる照射位置から光を照射可能にされた複数
の光源をヒトの目で点滅を識別できない周期で順次且つ交互に点灯および消灯させるよう
に制御する工程と、
　前記複数の光源が順次且つ交互に読取対象に対して照射した光の反射光をそれぞれ画素
毎に光電変換して複数の読取画像を撮像する工程と、
　前記複数の光源の少なくともいずれかが読取対象に対して光を照射した場合に、撮像し
た結果を１つ以上の読取画像として記憶部に記憶させる工程と、
　前記記憶部が記憶した１つ以上の読取画像を用いて、前記複数の光源が読取対象に対し
て光を順次且つ交互に照射して撮像した複数の読取画像それぞれの正反射光による画像レ
ベルの変化が小さいと予め定められた設定領域それぞれを合成して、読取対象に対応する
読取画像を合成する工程と、
　を含む画像読取方法。
【請求項１７】
　読取対象に対して予め定められた互いに異なる照射位置から光を照射可能にされた２つ
の光源を順次且つ交互に点灯および消灯させるように制御して読取対象に対して光を照射
するとともに、一方の前記光源から他方の前記光源へ点灯状態を切替える場合、２つの前
記光源の点灯状態がオーバーラップするように制御する工程と、
　２つの前記光源から読取対象に対して照射した光の反射光をそれぞれ画素毎に光電変換
して複数の読取画像を撮像する工程と、
　２つの前記光源の少なくともいずれかが読取対象に対して光を照射した場合に、撮像し
た結果を１つ以上の読取画像として記憶部に記憶させる工程と、
　前記記憶部が記憶した１つ以上の読取画像を用いて、２つの前記光源が読取対象に対し
て光を照射して撮像した複数の読取画像それぞれの正反射光による画像レベルの変化が小
さいと予め定められた設定領域それぞれを合成して、読取対象に対応する読取画像を合成
する工程と、
　を含む画像読取方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、画像読取装置、画像形成装置および画像読取方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　原稿の画像を読み取る画像読取装置には、様々なタイプのものがある。例えば、載置台
等の上に原稿を上向きに載置し、原稿の読取面の上方から光を照射して、画像を撮像する
画像読取装置が知られている。
【０００３】
　また、特許文献１には、複数の点灯パターンを有する照明装置を備え、それぞれの点灯
パターンで点灯させた状態で、点灯パターンに対応するそれぞれの画像を取得し、取得し
た画像を複数の領域に分割し、それぞれの領域ごとに輝度成分の値を複数の画像で比較し
、それぞれの領域において輝度成分の値が最も小さい画像をその領域における画像として
用いて画像を合成する撮像装置が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の画像読取装置では、複数の光源によって原稿を照明することにより、読取画像の
一部が白とびしてしまうことを防止していた。しかしながら、従来の画像読取装置では、
光源ごとに点灯および消灯をさせているために、ちらつきとまぶしさによってユーザに不
快感を与えてしまうという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、光源の点灯および消灯によるちらつき
でユーザに不快感を与えてしまうことを低減することができる画像読取装置、画像形成装
置および画像読取方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、読取対象に対して予め定め
られた互いに異なる照射位置から光を照射可能にされた複数の光源と、前記複数の光源を
ヒトの目で点滅を識別できない周期で順次且つ交互に点灯および消灯させるように制御す
る照明制御手段と、前記複数の光源が順次且つ交互に読取対象に対して照射した光の反射
光をそれぞれ画素毎に光電変換して複数の読取画像を撮像する撮像部と、前記複数の光源
の少なくともいずれかが読取対象に対して光を照射した場合に、前記撮像部が撮像した結
果を１つ以上の読取画像として記憶する記憶部と、前記記憶部が記憶した１つ以上の読取
画像を用いて、前記複数の光源が読取対象に対して光を順次且つ交互に照射して前記撮像
部が撮像した複数の読取画像それぞれの正反射光による画像レベルの変化が小さいと予め
定められた設定領域それぞれを合成して、読取対象に対応する読取画像を合成する画像合
成部と、を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、光源の点灯および消灯によるちらつきでユーザに不快感を与えてしま
うことを低減することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、従来の画像読取装置の光学系の概要を例示する正面図である。
【図２】図２は、正反射光を含む画像を合成し、除去するための方法例を示す図である。
【図３】図３は、比較例における光源の点灯時間例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施の形態にかかる画像読取装置の構成を例示するブロック図で
ある。
【図５】図５は、画像読取装置の制御部が発揮する機能を示す機能ブロック図である。
【図６】図６は、画像読取装置における光源の点灯動作例を示す図である。
【図７】図７は、画像読取装置における制御例を示すフローチャートである。
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【図８】図８は、画像合成部が行う処理を示すフローチャートである。
【図９】図９は、照明制御手段が行うＰＷＭ制御を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、第２の実施の形態にかかる画像読取装置の構成の概略を例示するブ
ロック図である。
【図１１】図１１は、撮像部の構成例を示す図である。
【図１２】図１２は、画像読取装置の画像取得期間と、第１ＬＥＤおよび第２ＬＥＤの点
灯期間との関係を示す図である。
【図１３】図１３は、複数回のＯＮ期間を通じて撮像部に電荷が蓄積される様子を示す図
である。
【図１４】図１４は、画像読取装置における制御例を示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、画像読取装置における画像の流れを概念的に示す図である。
【図１６】図１６は、第３の実施の形態にかかる画像読取装置の構成を例示するブロック
図である。
【図１７】図１７は、画像読取装置の照明制御手段が行う制御例を示すタイミングチャー
トである。
【図１８】図１８は、図１７に示した画像読取装置における制御例を示すフローチャート
である。
【図１９】図１９は、図１７に示した画像読取装置における制御例において、複数回のＯ
Ｎ期間の露光中画像が加算される様子を示す図である。
【図２０】図２０は、画像読取装置における制御例の画像の流れを概念的に示す図である
。
【図２１】図２１は、第４の実施の形態にかかる画像読取装置における制御例における画
像の流れを概念的に示す図である。
【図２２】図２２は、第５の実施の形態にかかる画像読取装置における第１ＬＥＤおよび
第２ＬＥＤの光の照射範囲を示す図である。
【図２３】図２３は、照明制御手段が行う制御を示す図である。
【図２４】図２４は、図２３に例示した照明制御手段の制御を示すフローチャートである
。
【図２５】図２５は、照明制御手段がパルス幅を変更する例を示す図である。
【図２６】図２６は、照明制御手段が画像の取得期間を長くした場合の例を示す図である
。
【図２７】図２７は、第６の実施の形態にかかる画像読取装置が第１ＬＥＤまたは第２Ｌ
ＥＤの光量低下率を決定する処理を示すフローチャートである。
【図２８】図２８は、照明制御手段が露光中画像の取得枚数を調整した場合の例を示す図
である。
【図２９】図２９は、画像読取装置が第１ＬＥＤまたは第２ＬＥＤの光量に応じてエラー
メッセージを表示させる場合の処理例を示すフローチャートである。
【図３０】図３０は、第７の実施の形態にかかる画像読取装置の制御部が発揮する機能を
示す機能ブロック図である。
【図３１】図３１は、ＰＷＭ調光方式の一例を示す図である。
【図３２】図３２は、デューティー比と明るさの関係を例示的に示すグラフである。
【図３３】図３３は、第１ＬＥＤおよび第２ＬＥＤの点灯制御例を示す図である。
【図３４】図３４は、点灯ＰＷＭ値テーブルおよび消灯ＰＷＭ値テーブルの一例を示す図
である。
【図３５】図３５は、照度一定のＰＷＭ値テーブルの一例を示す図である。
【図３６】図３６は、点灯制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図３７】図３７は、Ｓ８０１の処理の流れを詳細に示すフローチャートである。
【図３８】図３８は、Ｓ８０５の処理の流れを詳細に示すフローチャートである。
【図３９】図３９は、Ｓ８０９の処理の流れを詳細に示すフローチャートである。
【図４０】図４０は、第８の実施の形態にかかる画像読取装置の制御部が発揮する機能を
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示す機能ブロック図である。
【図４１】図４１は、第１ＬＥＤおよび第２ＬＥＤの点灯制御例を示す図である。
【図４２】図４２は、点灯制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図４３】図４３は、第９の実施の形態にかかる画像形成装置の構成例を示す構成図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　まず、本発明をするに至った背景について説明する。図１は、従来の画像読取装置２０
の光学系の概要を例示する正面図である。画像読取装置２０は、例えば撮像部１０、第１
ＬＥＤ（第１光源）１２－１、第２ＬＥＤ（第２光源）１２－２および載置台１３を有す
る。すなわち、図１（ａ）は第１ＬＥＤ１２－１から光を照射している状態を示し、図１
（ｂ）は第２ＬＥＤ１２－２から光を照射している状態を示している。
【００１０】
　撮像部１０は、レンズ１０２（図１１参照）や、反射光を受光することによって２次元
の領域を撮像するエリアセンサ（読み取り素子）１００（図１１参照）などを有している
。撮像部１０は、載置台１３の上方に配置される。撮像部１０は、載置台１３上に置かれ
た原稿（読取対象）を撮像し、読取画像を画素毎に出力する。第１ＬＥＤ１２－１および
第２ＬＥＤ１２－２は、載置台１３上に置かれた原稿に対して、例えば撮像部１０の左右
からそれぞれ順次に光を照射する。載置台１３は、撮像部１０の読取動作に支障がなけれ
ば、設けられなくてもよい。
【００１１】
　なお、撮像部１０、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２は、載置台１３に対
して予め定められた位置に支柱や支持部材等で固定されている。また、撮像部１０は、走
査によって２次元の領域を撮像するリニアセンサを有し、原稿を撮像するために載置台１
３の上方を移動するように構成されてもよい。
【００１２】
　画像読取装置２０が第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２によって原稿に光を
照射する目的は、上述したように撮像光学系の設置環境によって発生する室内の蛍光灯や
影等による外乱光の影響を除去するためである。また、画像読取装置２０が有する光源は
、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の２つに限定されることなく、複数の異
なる位置から原稿に光を照射する複数の光源であってもよい。
【００１３】
　第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２からの光は、それぞれ図１（ａ）、（ｂ
）に示したように、原稿上の所定の範囲をそれぞれ照らしている。しかし、原稿の材質や
光沢度によっては、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２からの光は、原稿面上
で完全には拡散反射せず、正反射光がそのまま撮像部１０に入射される。
【００１４】
　その結果、図１（ａ）および図１（ｂ）に示した正反射光の影響がある領域においては
、撮像部１０が撮像した画像レベルが高くなってしまい、白とび等の画像レベル変化、ひ
いては飽和が発生し、例えば文字等が読めなくなる。例えば、第１ＬＥＤ１２－１の光照
射によって、図１（ａ）では原稿の左側の特定の領域（斜線の領域）に正反射光が発生す
る。また、図１（ｂ）に示すように、第２ＬＥＤ１２－２についても同様に反対側に正反
射光が発生する。
【００１５】
　そこで、詳細は後述するが、画像読取装置２０は、正反射光の影響がない読取画像を取
得するために、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２を順次に点灯し、点灯ごと
に複数枚の画像データを取得する。画像読取装置２０は、点灯ごとに取得した複数枚の画
像データに対して、正反射光の影響がある領域の画像データを使用せずに、正反射光の影
響がない領域の画像データを合成する。
【００１６】
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　図２は、正反射光を含む画像を合成し、除去するための方法例を示す図である。図２に
示すように、正反射光を受けた領域の画素の輝度成分の値は他の領域よりも高くなる。第
１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２がそれぞれ光を照射したときの２つの画像を
比較し、画素ごとに輝度成分の値が低い方を用いて合成することにより、正反射光の影響
のない画像を合成できる。
【００１７】
　図３は、比較例における光源（ＬＥＤ）の点灯時間例を示す図である。図３（ａ）は第
１ＬＥＤ１２－１と第２ＬＥＤ１２－２とを交互に点灯／消灯する場合を示し、図３（ｂ
）はＬＥＤを点灯し続ける場合を示す。図３（ａ）に示すように、左右それぞれの画像を
取得するときに第１ＬＥＤ１２－１と第２ＬＥＤ１２－２を交互に点灯／消灯する。これ
により、ちらつきが発生し、ユーザに不快感を生じさせる。特に原稿が複数枚ある場合は
原稿ごとにこれを繰り返すことになり、ちらつきの回数が増加してユーザの不快が顕著に
なる。一方、図３（ｂ）に示すように、ＬＥＤを点灯し続けてちらつきを無くそうとする
と白飛びを防止できない。
【００１８】
（第１の実施の形態）
　次に、第１の実施の形態にかかる画像読取装置２０について説明する。
【００１９】
　図４は、第１の実施の形態にかかる画像読取装置２０の構成の概要を例示するブロック
図である。なお、図４に示した画像読取装置２０の構成部分のうち、上述した構成部分と
実質的に同じものには、同一の符号を付して説明する。
【００２０】
　図４に示すように、画像読取装置２０は、撮像部（光電変換部）１０、第１光源（第１
ＬＥＤ）１２－１、第２光源（第２ＬＥＤ）１２－２、記憶部１４、画像合成部１５、表
示部１６、制御部１７を有する。画像読取装置２０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２Ｌ
ＥＤ１２－２の点灯／消灯によるちらつきによりユーザが不快に感じることを防止するこ
とを目的として構成されている。
【００２１】
　画像読取装置２０は、光学条件として、一方の光源（例えば第１ＬＥＤ１２－１）によ
る正反射領域に必要な光量を、他方の光源（例えば第２ＬＥＤ１２－２）から照射できる
ように、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の設置位置、照射角度および光量
が予め定められている（図１参照）。同様に、他方の光源（例えば第２ＬＥＤ１２－２）
による正反射領域に必要な光量を、一方の光源（例えば第１ＬＥＤ１２－１）から照射で
きるようにされている。つまり、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２は、読取
対象に対して予め定められた互いに異なる照射位置から光を照射可能にされている。
【００２２】
　制御部１７は、例えばＣＰＵ等を備えて、画像読取装置２０を構成する各部を制御する
。また、制御部１７は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２をヒトの目で点滅
を識別できない周期で順次且つ交互に点灯および消灯させるように制御する。第１ＬＥＤ
１２－１および第２ＬＥＤ１２－２が照射する光の光量は、一般的なフリッカー検査で用
いられる光量に比べてはるかに大きい。制御部１７は、フリッカー検査での光源の点滅（
例えば３５Ｈｚ）よりも短い周期（例えば１０ｍＳ以下）で第１ＬＥＤ１２－１および第
２ＬＥＤ１２－２をそれぞれ点灯および消灯させる。
【００２３】
　撮像部１０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２が順次且つ交互に読取対
象に対して照射した光の反射光をそれぞれ画素毎に光電変換して複数の読取画像を撮像す
る。記憶部１４は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の少なくともいずれか
が読取対象に対して光を照射した場合に、撮像部１０が撮像した結果を１つ以上の読取画
像として記憶する。
【００２４】
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　画像合成部１５は、記憶部１４が記憶した１つ以上の読取画像を用いて、第１ＬＥＤ１
２－１および第２ＬＥＤ１２－２が読取対象に対して光を順次且つ交互に照射して撮像部
１０が撮像した複数の読取画像それぞれの正反射光による画像レベルの変化が小さいと予
め定められた設定領域それぞれを合成して、読取対象に対応する読取画像を合成する。つ
まり、画像読取装置２０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２が点灯および
消灯する周期が、ヒトの目で点滅を識別できない周期となっているので、第１ＬＥＤ１２
－１および第２ＬＥＤ１２－２の点灯／消灯によるちらつきによりユーザに不快感を与え
ない。
【００２５】
　表示部１６は、例えばタッチパネルなどで構成され、画像読取装置２０における情報を
ユーザに対して表示する。
【００２６】
　次に、制御部１７が発揮する各種機能について説明する。
【００２７】
　ここで、図５は画像読取装置２０の制御部１７が発揮する機能を示す機能ブロック図で
ある。図５に示すように、制御部１７は、照明制御手段１７０を備えている。照明制御手
段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２をヒトの目で点滅を識別でき
ない周期で順次且つ交互に点灯および消灯させるように制御する。
【００２８】
　図６は、画像読取装置２０における光源（ＬＥＤ）の点灯動作例を示す図である。画像
読取装置２０の制御部１７（照明制御手段１７０）は、第１ＬＥＤ１２－１および第２Ｌ
ＥＤ１２－２をそれぞれパルス制御する。第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２
のパルス制御においては、両者のＯＮ期間が互いに重なり合わないように周期がずらされ
ている。なお、照明制御手段１７０は、ＰＷＭ制御によって第１ＬＥＤ１２－１および第
２ＬＥＤ１２－２の点灯および消灯を制御してもよい。以下、照明制御手段１７０がＰＷ
Ｍ制御（主にパルス幅一定とするパルス制御）によって第１ＬＥＤ１２－１および第２Ｌ
ＥＤ１２－２を制御する場合を例に説明する。なお、照明制御手段１７０は、後述するよ
うにパルス幅変調によって第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２を制御してもよ
い。
【００２９】
　画像読取装置２０は、それぞれのＯＮ期間において、左右それぞれの画像（画像１およ
び画像２）を取得し（図６の斜線部）、正反射光の影響を受けていない領域それぞれの画
像を画像合成部１５が合成し、一枚の読取画像を生成する。パルスの周期が十分に短い場
合、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２のＯＮ／ＯＦＦによるちらつきがユー
ザには知覚されず、連続点灯しているようにみえる。なお、図６に示した例では、画像１
取得の後、転送時間を十分に確保するために、画像２取得までの期間をあけているが、転
送時間が十分短い場合には、画像１取得の直後に画像２取得を実施してもよい。
【００３０】
　上述した制御部１７の照明制御手段１７０は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）
にソフトウェア（プログラム）を実行させること、すなわち、ソフトウェア（プログラム
）により実現してもよいし、ＩＣ（Integrated　Circuit）などハードウェアにより実現
してもよいし、ソフトウェア（プログラム）およびハードウェアを併用して実現してもよ
い。
【００３１】
　制御部１７の照明制御手段１７０の一部または全部をソフトウェア（プログラム）によ
り実現する場合、本実施の形態の画像読取装置２０は、ＣＰＵなどの制御装置と、ＲＯＭ
（Read　Only　Memory）やＲＡＭ（Random　Access　Memory）などの記憶装置と、ＨＤＤ
（Hard　Disk　Drive）や媒体ドライブ装置などの外部記憶装置と、ディスプレイ装置な
どの表示装置と、キーボードやマウスなどの入力装置を備えており、通常のコンピュータ
を利用したハードウェア構成となっている。
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【００３２】
　本実施の形態の画像読取装置２０で実行されるプログラムは、インストール可能な形式
または実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ
－Ｒ、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体
に記録されて提供される。
【００３３】
　また、本実施の形態の画像読取装置２０で実行されるプログラムを、インターネット等
のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロード
させることにより提供するように構成しても良い。また、本実施の形態の画像読取装置２
０で実行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布する
ように構成しても良い。
【００３４】
　また、本実施の形態の画像読取装置２０で実行されるプログラムを、ＲＯＭ等に予め組
み込んで提供するように構成してもよい。
【００３５】
　本実施の形態の画像読取装置２０で実行されるプログラムは、上述した照明制御手段１
７０を含むモジュール構成となっており、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロセッ
サ）が上記記憶媒体からプログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装
置上にロードされ、照明制御手段１７０が主記憶装置上に生成されるようになっている。
【００３６】
　次に、画像読取装置２０における画像読取処理について説明する。
【００３７】
　図７は、画像読取装置２０における制御例を示すフローチャートである。画像読取装置
２０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２のＯＮ／ＯＦＦのタイミングに同
期して画像を取得する必要がある。したがって、照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２
－１および第２ＬＥＤ１２－２のＯＮ／ＯＦＦのタイミングを割り込みによってソフトウ
ェアで検知し、これに合わせて撮像部１０が画像を取得できるように制御を行う。まず、
照明制御手段１７０は、画像読取装置２０が画像読取を開始する前に、第１ＬＥＤ１２－
１および第２ＬＥＤ１２－２に対してＰＷＭ制御（パルス制御）を開始する（Ｓ１００）
。
【００３８】
　初期状態では割り込みはマスク状態となっている。照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ
１２－１のＰＷＭ割り込みを解除する（Ｓ１０２）と、ＯＮタイミングでＯＮ割り込みが
入る。照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１のＯＮ割り込みがあったか否かを検知
し、ＯＮ割り込みがあった場合にはＳ１０６の処理に進む（Ｓ１０４）。
【００３９】
　照明制御手段１７０は、画像１を取得開始し（Ｓ１０６）、ＯＦＦ割り込みがあるか否
かを検知し、ＯＦＦ割り込みがあった場合にはＳ１１０の処理に進む（Ｓ１０８）。そし
て、照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１のＰＷＭ割り込みマスクし（Ｓ１１０）
、画像１の取得を終了する（Ｓ１１２）。
【００４０】
　照明制御手段１７０は、第２ＬＥＤ１２－２のＰＷＭ割り込みを解除する（Ｓ１１４）
と、ＯＮタイミングでＯＮ割り込みが入る。照明制御手段１７０は、第２ＬＥＤ１２－２
のＯＮ割り込みがあったか否かを検知し、ＯＮ割り込みがあった場合にはＳ１１８の処理
に進む（Ｓ１１６）。
【００４１】
　照明制御手段１７０は、画像２を取得開始し（Ｓ１１８）、ＯＦＦ割り込みがあるか否
かを検知し、ＯＦＦ割り込みがあった場合にはＳ１２２の処理に進む（Ｓ１２０）。そし
て、照明制御手段１７０は、第２ＬＥＤ１２－２のＰＷＭ割り込みマスクし（Ｓ１２２）
、画像２の取得を終了する（Ｓ１２４）。
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【００４２】
　次に、画像合成部１５は、照明制御手段１７０の制御に応じて、取得した画像１と画像
２の画素値を比較し、正反射光の影響のない読取画像を、図８に示したフローチャートに
沿って合成する（Ｓ１２６）。
【００４３】
　図８に示すように、画像合成部１５は、画像１の画素レベルをＬ１（ｉ，ｊ）、画像２
の画素レベルをＬ２（ｉ，ｊ）とする。ここで、（ｉ，ｊ）はそれぞれ画素のｘ，ｙ座標
を示す。画像合成部１５は、Ｓ２００～Ｓ２１２の処理によって原点（０，０）から順に
ｘ方向、ｙ方向のすべての画素を比較し、両者の画素レベルが低いほうを選択して最終画
像Ｌ（ｉ，ｊ）とする。光源がＮ個の場合は比較する画素もＮ個となる。
【００４４】
　そして、制御部１７は、次原稿があればＳ１０２の処理に戻って画像取得／合成処理を
繰り返し、次原稿がなければＳ１３０の処理に進む（Ｓ１２８：図７）。制御部１７は、
第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２に対してＰＷＭ制御（パルス制御）を終了
させる（Ｓ１３０）。光源が３つ以上の場合は、各光源の点灯と消灯を順次繰り返すこと
になる。
【００４５】
　図９は、照明制御手段１７０が行うＰＷＭ制御（パルス制御）を示すフローチャートで
ある。照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１を点灯させ（Ｓ３００）、時間Ｔ（ｍ
Ｓ）の経過を検知するとＳ３０４の処理に進む（Ｓ３０２）。照明制御手段１７０は、第
１ＬＥＤ１２－１を消灯させて、第２ＬＥＤ１２－２を点灯させ（Ｓ３０４）、時間Ｔ（
ｍＳ）の経過を検知するとＳ３０８の処理に進む（Ｓ３０６）。照明制御手段１７０は、
第２ＬＥＤ１２－２を消灯させ（Ｓ３０８）、Ｓ３００の処理に戻る。
【００４６】
　このように本実施の形態によれば、画像取得ごとに各光源を点灯／消灯せず、互いにＯ
Ｎ期間が重ならないようにパルス駆動（固定／可変）して同時に点灯し、各光源のＯＮ期
間で画像を取得して合成し、全ての画像を取得し終えたら各光源を同時に消灯するので、
光源の点灯および消灯によるちらつきでユーザに不快感を与えてしまうことを低減するこ
とができる。
【００４７】
（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態について説明する。なお、前述した第１の実施の形態と同じ部
分は同じ符号で示し説明も省略する。
【００４８】
　第１の実施の形態では、光源の１回のＯＮ期間だけで左右それぞれの画像を取得できる
前提であったが、本実施の形態においては、複数回のＯＮ期間を通じて十分に電荷が蓄積
されるまで待ってから画像を取得するようにしたものである。
【００４９】
　ここで、図１０は第２の実施の形態にかかる画像読取装置２０の構成の概要を例示する
ブロック図である。図１０に示すように、画像読取装置２０は、撮像部（光電変換部）１
０、第１光源（第１ＬＥＤ）１２－１、第２光源（第２ＬＥＤ）１２－２、記憶部１４、
画像合成部１５、表示部１６、制御部１７、および電子シャッター１９を有する。画像読
取装置２０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の点灯／消灯によるちらつ
きによりユーザが不快に感じることを防止することを目的として構成されている。なお、
図１０に示した画像読取装置２０の構成部分のうち、上述した構成部分と実質的に同じも
のには、同一の符号が付してある。
【００５０】
　電子シャッター１９は、例えば液晶シャッターであり、照明制御手段１７０の制御に応
じて、撮像部１０を順次に遮光および露光させる。図１１は、撮像部１０の構成例を示す
図である。撮像部１０は、例えばＣＭＯＳエリアセンサなどの画像を読取る読み取り素子
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１００と、レンズ１０２とを有し、図１１（ａ）、（ｂ）に示す位置に電子シャッター１
０４（電子シャッター１９）が設けられている。ここで、照明制御手段１７０は、第１Ｌ
ＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２のいずれか１つが読取対象に対して光を照射した
場合に、撮像部１０が撮像した読取画像を出力するまでの間、他の光源が読取対象に対し
て照射した光の反射光を電子シャッター１９が撮像部１０に対して遮光するように制御す
る。
【００５１】
　図１２は、画像読取装置２０の画像取得期間と、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ
１２－２の点灯期間との関係を示す図である。第１の実施の形態にかかる画像読取装置２
０では、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の１回のＯＮ期間だけで左右それ
ぞれの画像を取得できる前提であったが、周辺光量や撮像素子の特性によっては１回のＯ
Ｎ期間では露光時間が足りない場合がある。
【００５２】
　すなわち、１回のＯＮ期間では撮像部１０（読み取り素子１００）に十分な電荷が蓄積
できず、Ｓ／Ｎ比の悪い画像になってしまう。そこで、画像読取装置２０は、複数回のＯ
Ｎ期間を通じて十分に電荷が蓄積されるまで待って、画像を取得する。
【００５３】
　例えば、図１２に示すように、第１ＬＥＤ１２－１が光を照射したときの画像を読取る
場合、第１ＬＥＤ１２－１のＯＦＦ期間中は第２ＬＥＤ１２－２のＯＮ期間中であるため
、第２ＬＥＤ１２－２が光を照射しているときの画像を撮像部１０が取得しないように電
子シャッター１９によって遮光する。同様に、第２ＬＥＤ１２－２が光を照射したときの
画像を読取る場合、第２ＬＥＤ１２－２のＯＦＦ期間中は第１ＬＥＤ１２－１が光を照射
しているときの画像を撮像部１０が取得しないように電子シャッター１９によって遮光す
る。
【００５４】
　図１３は、複数回のＯＮ期間を通じて撮像部１０に電荷が蓄積される様子を示す図であ
る。電子シャッター１９は、例えば液晶シャッターである。液晶は、電圧や磁力によって
簡単に分子が動き、光の通し方が変わる。これを利用して電気的に遮光と透光（露光）を
コントロールできるようにしたものが液晶シャッターである。図１３に示した例では、第
１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２ＯＮ期間に対して読み取り素子１００に十分
な電荷が蓄積されるには合計３回の露光が必要な場合が示されている。
【００５５】
　図１４は、画像読取装置２０における制御例を示すフローチャートである。なお、図１
４において、図７に示した処理と実質的に同じものには、同一の符号が付してある。
【００５６】
　ステップ４００（Ｓ４００）では、照明制御手段１７０は、電子シャッター１９による
露光を行って画像１を取得開始する。ステップ４０２（Ｓ４０２）では、照明制御手段１
７０は、電子シャッター１９による遮光を行って画像１を取得終了する。
【００５７】
　照明制御手段１７０は、露光時間が十分であるか否かを判定し（Ｓ４０３）、十分でな
い場合にはＳ１０４の処理に戻り（Ｓ４０３：Ｎｏ）、十分である場合にはＳ１１０の処
理に進む（Ｓ４０３：Ｙｅｓ）。
【００５８】
　ステップ４０４（Ｓ４０４）では、照明制御手段１７０は、電子シャッター１９による
露光を行って画像２を取得開始する。ステップ４０６（Ｓ４０６）では、照明制御手段１
７０は、電子シャッター１９による遮光を行って画像２を取得終了する。
【００５９】
　照明制御手段１７０は、露光時間が十分であるか否かを判定し（Ｓ４０８）、十分でな
い場合にはＳ１１６の処理に戻り（Ｓ４０８：Ｎｏ）、十分である場合にはＳ１２２の処
理に進む（Ｓ４０８：Ｙｅｓ）。次に、画像合成部１５は、照明制御手段１７０の制御に
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応じて、取得した画像１と画像２の画素値を比較し、正反射光の影響のない読取画像を合
成する（Ｓ４１０）。つまり、画像読取装置２０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥ
Ｄ１２－２を切り替えて、それぞれの照射位置に対する画像を取得するタイミングで電子
シャッター１９による露光と遮光を切り替えている。
【００６０】
　図１５は、上述した画像読取装置２０および画像読取装置２０における画像（画像デー
タ）の流れを概念的に示す図である。なお、第１画像領域１４０、第２画像領域１４２お
よび最終画像用メモリ１４４は、記憶部１４内に構成される記憶領域である。
【００６１】
　第１ＬＥＤ１２－１が光を照射したときに撮像部１０が撮像した画像は、第１画像領域
１４０に一時保存される。第２ＬＥＤ１２－２が光を照射したときに撮像部１０が撮像し
た画像は、第２画像領域１４２に一時保存される。これらの画像を画像合成部１５が画素
毎に比較して合成し、最終画像用メモリ１４４に１つの読取画像（最終画像）を記憶させ
る。
【００６２】
　このように本実施の形態によれば、周辺光量や撮像素子の特性によっては１回のＯＮ期
間では撮像素子に十分な電荷が蓄積されないような場合であっても、複数回のＯＮ期間を
通じて十分に電荷が蓄積されるまで待ってから画像を取得するようにしたことにより、撮
像素子に十分な電荷を蓄積させることができる。
【００６３】
（第３の実施の形態）
　次に、第３の実施の形態について説明する。なお、前述した第１の実施の形態乃至第２
の実施の形態と同じ部分は同じ符号で示し説明も省略する。
【００６４】
　第２の実施の形態では、露光時間が足りない場合に必要な電荷が蓄積されるまで待って
から画像を取得するようにしたが、本実施の形態においては、電荷蓄積が十分でなくても
光源のＯＮ期間１回分の露光中の画像を必要回数分だけ繰り返して取得し、これらの画像
を加重平均するようにしたものである。
【００６５】
　ここで、図１６は第３の実施の形態にかかる画像読取装置２０の構成の概要を例示する
ブロック図である。図１６に示すように、画像読取装置２０は、撮像部（光電変換部）１
０、第１光源（第１ＬＥＤ）１２－１、第２光源（第２ＬＥＤ）１２－２、記憶部１４、
画像合成部１５、表示部１６、制御部１７、および加算部１８を有する。画像読取装置２
０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の点灯／消灯によるちらつきにより
ユーザが不快に感じることを防止することを目的として構成されている。なお、図１６に
示した画像読取装置２０の構成部分のうち、上述した構成部分と実質的に同じものには、
同一の符号が付してある。
【００６６】
　加算部１８は、後述するように、撮像部１０が複数回にわたって出力する読取画像を照
射位置毎に（即ち第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２それぞれに対して）所定
回数加算する。なお、画像読取装置２０は、加算部１８を備えていない構成であってもよ
い。
【００６７】
　次に、照明制御手段１７０が行う他の制御例について説明する。図１７は、画像読取装
置２０の照明制御手段１７０が行う制御例を示すタイミングチャートである。ここでは、
撮像部１０は、読取っている画像の電荷蓄積が途中であっても、第１ＬＥＤ１２－１およ
び第２ＬＥＤ１２－２のＯＮ期間１回分毎に画像を出力する。そして、画像読取装置２０
は、撮像部１０が必要回数分の画像を繰り返し出力し、それらの画像を照明制御手段１７
０の制御に応じて加算部１８が加算平均することによって読取画像を得る。１回分の露光
中画像はＳ／Ｎ比が悪いが、これを加算平均することによって必要な画質が得られる。
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【００６８】
　第１ＬＥＤ１２－１のＯＦＦ期間中は第２ＬＥＤ１２－２のＯＮ期間中であり、この期
間には、撮像部１０は、第２ＬＥＤ１２－２を照射位置とする露光中画像を出力する。つ
まり、撮像部１０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２をそれぞれ照射位置
とする画像を並行して出力できる。これによって、画像読取装置２０は、第２の実施の形
態で説明した電子シャッター１９が不要になるとともに、画像読取装置２０よりも少ない
時間で必要な画像を取得できる。
【００６９】
　図１８は、図１７に示した画像読取装置２０における制御例を示すフローチャートであ
る。図１８に示したステップ５００（Ｓ５００）では、記憶部１４に蓄積している画像デ
ータ１に対して、撮像部１０が出力する画像データ１を加算部１８が加算する。ステップ
５０２（Ｓ５０２）では、記憶部１４に蓄積している画像データ２に対して、撮像部１０
が出力する画像データ２を加算部１８が加算する。
【００７０】
　そして、照明制御手段１７０は、読取画像に対する露光時間が十分であるか否かを判定
し（Ｓ５０４）、十分でない場合にはＳ１０２の処理に戻り（Ｓ５０４：Ｎｏ）、十分で
ある場合にはＳ５０６の処理に進む（Ｓ５０４：Ｙｅｓ）。次に、画像合成部１５は、照
明制御手段１７０の制御に応じて、取得した画像１と画像２の画素値を比較し、正反射光
の影響のない読取画像を、合成する（Ｓ５０６）。
【００７１】
　図１９は、図１７に示した画像読取装置２０における制御例において、複数回のＯＮ期
間の露光中画像が加算される様子を示す図である。例えば、１回の出力で取得した画像の
Ｓ／Ｎが１０：１＝１０である場合、３回に分けたときの各露光中画像のＳ／Ｎは１０／
３：１／√３≒５．７７４程度となり悪くなる。しかし、３回の露光中画像を平均化する
場合は単純な足し算ではなく（足し算の場合はＳ／Ｎは変化しない）、１０：３／√３×
（１／√３）＝１０：１となり、１回で十分な画質の出力をした場合と同じになる。
【００７２】
　図２０は、画像読取装置２０における制御例の画像（画像データ）の流れを概念的に示
す図である。１回のＯＮ期間で撮像部１０が出力した画像は、その都度一時保存用メモリ
（第１画像領域１４０または第２画像領域１４２）に転送される過程で加算部１８に通さ
れ、前の画像と加算平均されて蓄積される。その後、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥ
Ｄ１２－２の照射位置毎に、画像は画像合成部１５によって合成され、最終画像用メモリ
１４４に蓄積される。
【００７３】
　このように、撮像部１０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２のいずれか
１つが読取対象に対して光を照射する毎に撮像した読取画像を出力する。そして、加算部
１８は、撮像部１０が複数回にわたって出力する読取画像を照射位置毎に予め定められた
回数加算する。記憶部１４は、加算部１８が照射位置毎に加算した読取画像をそれぞれ記
憶する。
【００７４】
　このように本実施の形態によれば、周辺光量や撮像素子の特性によっては１回のＯＮ期
間では撮像素子に十分な電荷が蓄積されないような場合であっても、電荷蓄積が十分でな
くても光源のＯＮ期間１回分の露光中の画像を必要回数分だけ繰り返して取得し、これら
の画像を加重平均するようにしたことにより、十分な電荷が蓄積された場合の画像と同等
の画質を得ることができる。
【００７５】
（第４の実施の形態）
　次に、第４の実施の形態について説明する。なお、前述した第１の実施の形態乃至第２
の実施の形態と同じ部分は同じ符号で示し説明も省略する。
【００７６】
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　第１の実施の形態乃至第２の実施の形態では、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１
２－２の２つの光源の画像それぞれ１枚分を一時保存用メモリに蓄積するようにしたが、
本実施の形態においては、第２ＬＥＤ１２－２の画像の保存用のメモリを不要としたもの
である。
【００７７】
　ここで、図２１は第４の実施の形態にかかる画像読取装置２０における制御例における
画像（画像データ）の流れを概念的に示す図である。ここでは、制御部１７は、第１ＬＥ
Ｄ１２－１が照射位置となっている画像のみを第１画像領域１４０（一時保存用メモリ）
に蓄積する。第２ＬＥＤ１２－２が照射位置となっている画像は、数画素ずつ転送しなが
ら画像合成部１５に入力され、第１画像領域１４０から入力された画像１と合成されなが
ら、最終画像用メモリ１４４に蓄積される。この制御は、加算部１８を備えていない画像
読取装置２０によって行われてもよい。
【００７８】
　このように本実施の形態によれば、第２ＬＥＤ１２－２の画像の保存用のメモリを不要
とすることができる。
【００７９】
（第５の実施の形態）
　次に、第５の実施の形態について説明する。なお、前述した第１の実施の形態乃至第４
の実施の形態と同じ部分は同じ符号で示し説明も省略する。
【００８０】
　本実施の形態では、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の２つの光源の光量
を調整できるようにしたものである。
【００８１】
　ここで、図２２は第５の実施の形態にかかる画像読取装置２０における第１ＬＥＤ１２
－１および第２ＬＥＤ１２－２の光の照射範囲を示す図である。通常、第１ＬＥＤ１２－
１を光の照射位置とする画像（画像１）と、第２ＬＥＤ１２－２を光の照射位置とする画
像（画像２）は、周辺光やＬＥＤ特性のバラツキの影響を受けるため、正反射光以外の部
分であっても同じ画質にならない。そこで、予め定められた標準原稿を読み取り、得られ
た画像が同じ画質となるように第１ＬＥＤ１２－１と第２ＬＥＤ１２－２の光量を予め調
整される。
【００８２】
　しかし、調整後もＬＥＤの光量は変動することがある。そこで、照明制御手段１７０は
、取得した２つの画像のうち、正反射光の影響がない領域（図２２の斜線部分）の全画素
平均値をそれぞれ求め、２つの画像の平均値の差が予め定められた閾値以上であれば環境
変動があったと判断する。照明制御手段１７０は、図２３に示すように、このときの平均
値の低いほうのＬＥＤの光量を上げるか、平均値の高いほうのＬＥＤの光量を下げて、２
つの画質が同じになるように調整する制御を行う。
【００８３】
　図２４は、図２３に例示した照明制御手段１７０の制御を示すフローチャートである。
画像読取装置２０は、画像１および画像２を取得すると（Ｓ６００、Ｓ６０２）、それら
の画像の平均画素レベルを算出する（Ｓ６０４、Ｓ６０６）。このとき用いる画素は、例
えば図２２に示した正反射光の影響がない領域の画素である。
【００８４】
　画像１および画像２は、元々同じ原稿による画像であるため、正反射光の影響がない領
域に限定すれば、両者の平均画素レベルは本来同じか、その差が一定範囲内に収まると想
定される。しかし、周辺光が変わるなどの環境変動があった場合、その差は一定範囲に収
まらない。この場合、両者の平均画素レベルの差（Ｄｉｆｆ）を算出し（Ｓ６０８）、算
出した差に応じて両者の平均画素レベルの比を計算し、これをＬＥＤのゲイン調整値とし
てＬＥＤの光量を調整する（Ｓ６１０、Ｓ６１２）。これにより、画像読取装置２０は、
画像１および画像２の画質変動を抑える。
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　このように、照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２が
それぞれ読取対象に対して光を照射したときに撮像部１０が撮像する読取画像それぞれの
設定領域の画素平均値の差を算出し、算出した差が所定の閾値よりも大きい（または閾値
以上）場合、算出した差に応じて第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の少なく
とも１つの光量を変更する。
【００８６】
　また、画像読取装置２０は、照明制御手段１７０のＰＷＭ制御によって第１ＬＥＤ１２
－１および第２ＬＥＤ１２－２それぞれの点灯／消灯の周期に差をつけることによって調
整を行ってもよい。例えば、照明制御手段１７０は、第２ＬＥＤ１２－２の光量が第１Ｌ
ＥＤ１２－１の光量よりも大きい場合、図２５に例示するように、明るい画像側のＬＥＤ
を点灯させるパルス幅を狭くする。
【００８７】
　このように本実施の形態によれば、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の２
つの光源の画像の画質変動を抑えることができる。
【００８８】
（第６の実施の形態）
　次に、第６の実施の形態について説明する。なお、前述した第１の実施の形態乃至第５
の実施の形態と同じ部分は同じ符号で示し説明も省略する。
【００８９】
　第５の実施の形態では、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の２つの光源の
画像の画質が同じになるようにＬＥＤ光量を調整するようにしたが、本実施の形態におい
ては、露光光量を調整することで第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の２つの
光源の画像の画質が同じになるようにしたものである。
【００９０】
　ここで、図２７は第６の実施の形態にかかる画像読取装置２０が第１ＬＥＤ１２－１ま
たは第２ＬＥＤ１２－２の光量低下率を決定する処理を示すフローチャートである。
【００９１】
　画像読取装置２０は、ＬＥＤの光量を変更するのではなく、露光時間を調整することに
よって画像１と画像２の平均画素レベルの差を補正してもよい。例えば、画像読取装置２
０は、第２ＬＥＤ１２－２の光量が低いと判断した場合、第２ＬＥＤ１２－２を照射位置
とする画像の露光時間を延長することによって必要な画質を確保する。具体的には、照明
制御手段１７０は、図２６に示すように、画像２の取得期間を長くするように、画像２に
対して撮像部１０を露光する回数を画像１よりも多くする。
【００９２】
　このように、照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２が
それぞれ読取対象に対して光を照射したときに撮像部１０が撮像する読取画像それぞれの
設定領域の画素平均値の差を算出し、算出した差が所定の閾値よりも大きい（または閾値
以上）場合、算出した差に応じて少なくとも１つの照射位置に対する撮像部１０の露光時
間を変更する。
【００９３】
　図２７に示すように、照明制御手段１７０は、画像１および画像２の平均画素レベルを
比較し（Ｓ７００）、画像１の平均画素レベルが大きい場合には第２ＬＥＤ１２－２の光
量低下と判定し（Ｓ７０２）、画像２の平均画素レベルが大きい場合には第１ＬＥＤ１２
－１の光量低下と判定する（Ｓ７０４）。
【００９４】
　露光時間の延長期間の決定方法は、表１に示されている。
【００９５】
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【００９６】
　表１では、ＬＥＤ光量が低下していない場合に露光時間が３０ｍｓであるとし、第１Ｌ
ＥＤ１２－１の光量が第２ＬＥＤ１２－２の光量より大きい場合について示されている。
表１に示すように、照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１または第２ＬＥＤ１２－
２の光量の低下の程度に応じて、予め定められた回数の撮像部１０の出力を取得する。
【００９７】
　また、画像読取装置２０は、露光時間を調整するのではなく、画像１および画像２の取
得回数によって画像１と画像２の平均画素レベルの差を補正してもよい。つまり、画像読
取装置２０は、図２８に示すように、露光中画像の取得枚数を調整する。例えば、照明制
御手段１７０は、第２ＬＥＤ１２－２の光量が少ないと判断した場合、第２ＬＥＤ１２－
２を照射位置として取得する露光中画像の取得枚数を増やすことにより、必要な画質を確
保する。枚数の決定方法は、表１に示した方法でもよい。
【００９８】
　このように、照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２が
それぞれ読取対象に対して光を照射したときに撮像部１０が撮像する読取画像それぞれの
設定領域の画素平均値の差を算出し、算出した差が所定の閾値よりも大きい（または閾値
以上）場合、算出した差に応じて加算部１８が加算する回数を変更する。
【００９９】
　さらに、画像読取装置２０は、第１ＬＥＤ１２－１または第２ＬＥＤ１２－２の光量の
変化が、調整可能な光量の上下限値を超えた場合、必要な画質を確保できないものとして
故障と判断し、エラーメッセージなどを表示部１６に表示させてもよい。例えば、照明制
御手段１７０は、調整可能な光量の上下限の閾値が画質評価などにより決定されるが、光
量が４０％以下になった場合にエラーとするなどとされてもよい。
【０１００】
　図２９は、画像読取装置２０が第１ＬＥＤ１２－１または第２ＬＥＤ１２－２の光量に
応じてエラーメッセージを表示させる場合の処理例を示すフローチャートである。照明制
御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の調整可能な光量の上下
限値を超えたか否かを判定し（Ｓ８００）、上下限値を超えたと判定した場合には必要な
画質を確保できないものとして故障と判断し、エラーメッセージなどを表示部１６に表示
させる（Ｓ８０２）。
【０１０１】
　エラーメッセージの表示の判定方法は、表２に示されている。
【０１０２】
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【表２】

【０１０３】
　上述したように、照明制御手段１７０は、例えば表２に示した基準に基づいて、光量が
４０％以下になった場合にエラーメッセージを表示部１６に表示させる。つまり、照明制
御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の少なくとも１つの光量
を変更したときに、読取画像それぞれの設定領域の画素平均値の差を所定値より小さく（
または所定値以下）することができるか否かを判定する。そして、表示部１６は、照明制
御手段１７０が読取画像それぞれの設定領域の画素平均値の差を所定値より小さく（また
は所定値以下）することができないと判定した場合に、その旨を表示する。
【０１０４】
　このように本実施の形態によれば、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の２
つの光源の画像の画質変動を抑えることができる。
【０１０５】
（第７の実施の形態）
　次に、第７の実施の形態について説明する。なお、前述した第１の実施の形態と同じ部
分は同じ符号で示し説明も省略する。
【０１０６】
　第７の実施の形態では、画像読取装置２０は、第１の実施の形態で説明したように第１
ＬＥＤ１２－１を消灯後に第２ＬＥＤ１２－２の点灯処理を行うのでなく、２つの光源（
第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２）の点灯制御（点灯消灯のタイミング）を
連携して行うようにしたものである。概略的には、画像読取装置２０は、第１ＬＥＤ１２
－１から第２ＬＥＤ１２－２へ点灯状態を切替える場合、第１ＬＥＤ１２－１と第２ＬＥ
Ｄ１２－２との双方において点灯状態をオーバーラップさせるように制御する。これによ
り、周辺の人から見た場合、２つの光源（第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２
）の点灯消灯パターンを見かけ上減少するようにしたものである。
【０１０７】
　ここで、図３０は第７の実施の形態にかかる画像読取装置２０の制御部１７が発揮する
機能を示す機能ブロック図である。図３０に示すように、制御部１７は、照明制御手段１
７０を備えている。照明制御手段１７０は、２つの光源駆動手段１７１と、点灯タイミン
グ制御手段１７２と、点灯オーバーラップ手段１７３と、点灯制御手段１７４と、消灯制
御手段１７５と、照度一定制御手段１７６と、制御データ記憶手段１７７と、を備えてい
る。
【０１０８】
　光源駆動手段１７１は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２をＰＷＭ（Puls
e　Width　Modulation：パルス幅変調）調光方式でそれぞれ駆動制御する。ＰＷＭ調光方
式は、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２を一定周波数のパルスでＯＮ／ＯＦ
Ｆさせる方法である。すなわち、ＰＷＭ調光方式は、パルス信号のＯＮ期間とＯＦＦ期間
の割合を調整することで第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の見た目の明るさ
を変えることができる。つまり、ＰＷＭ調光方式によれば、デューティー比（点灯時間／
周期時間）を調整することで明るさを調整することができる。
【０１０９】
　ここで、図３１はＰＷＭ調光方式の一例を示す図、図３２はデューティー比と明るさの
関係を例示的に示すグラフである。光源駆動手段１７１は、ＰＷＭ制御にてデューティー
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比を変化させることで第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の明るさを制御する
ことができる。すなわち、光源駆動手段１７１は、デューティー比を大きくすることで第
１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２を明るくし、デューティー比を小さくするこ
とで第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２を暗くすることができる。
【０１１０】
　なお、図３２に示したデューティー比と明るさの関係はＬＥＤ毎に異なるため、ＬＥＤ
毎にデータシートまたは実測で関係を得る必要がある。このような関係に基づくことによ
り、光源駆動手段１７１は、所望のＬＥＤの明るさを得たい場合、対応するデューティー
比にてＬＥＤを駆動することで明るさ制御を行うことができる。
【０１１１】
　なお、本実施の形態においては、光源駆動手段１７１は、第１ＬＥＤ１２－１および第
２ＬＥＤ１２－２をＰＷＭ調光方式でそれぞれ駆動制御するものとしたが、これに限るも
のではない。例えば、光源駆動手段１７１は、ＬＥＤに流す電流値を変えることで、ＬＥ
Ｄの見た目の明るさを変えるＤＣ調光方式でそれぞれ駆動制御するものであってもよい。
ＬＥＤは電流によって明るさが変化するので、多く電流が流れるほど光束（光の量）が増
加し明るくなる。
【０１１２】
　点灯タイミング制御手段１７２は、２つの光源駆動手段１７１に対し、第１ＬＥＤ１２
－１または第２ＬＥＤ１２－２の点灯および消灯タイミングをそれぞれ決定することによ
り、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の点灯状況の同期をとる。
【０１１３】
　点灯オーバーラップ手段１７３は、点灯タイミング制御手段１７２に対し、第１ＬＥＤ
１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の点灯状態をオーバーラップさせるためのオーバーラ
ップ期間や実施タイミングを指示する。なお、オーバーラップ期間や実施タイミングにつ
いては、後述する。
【０１１４】
　ここで、図３３は第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の点灯制御例を示す図
である。図３３に示すように、点灯オーバーラップ手段１７３は、第１ＬＥＤ１２－１か
ら第２ＬＥＤ１２－２へ点灯状態を切替える場合、領域Ｃにおいて、第１ＬＥＤ１２－１
と第２ＬＥＤ１２－２との双方において点灯状態をオーバーラップさせるようにオーバー
ラップ期間や実施タイミングを指示する。
【０１１５】
　制御データ記憶手段１７７は、点灯制御手段１７４と消灯制御手段１７５と照度一定制
御手段１７６とに使用される点灯／消灯制御データをテーブルに格納する。より詳細には
、ＰＷＭを制御する場合は、点灯制御手段１７４が参照する点灯制御データを格納する“
点灯ＰＷＭ値テーブル”、消灯制御手段１７５が参照する消灯制御データを格納する“消
灯ＰＷＭ値テーブル”、照度一定制御手段１７６が参照する点灯／消灯制御データを格納
する“照度一定のＰＷＭ値テーブル”が用意される。
【０１１６】
　点灯制御手段１７４は、第１ＬＥＤ１２－１または第２ＬＥＤ１２－２を点灯させる際
に、“点灯ＰＷＭ値テーブル”を参照して徐々に明るくなるように制御する。
【０１１７】
　消灯制御手段１７５は、第１ＬＥＤ１２－１または第２ＬＥＤ１２－２を消灯させる際
に、“消灯ＰＷＭ値テーブル”を参照して徐々に暗くなるように制御する。
【０１１８】
　点灯オーバーラップ手段１７３は、第１ＬＥＤ１２－１または第２ＬＥＤ１２－２の点
灯状態が重なる（オーバーラップ）期間は、点灯制御手段１７４と消灯制御手段１７５を
実施することで生成する。
【０１１９】
　ここで、図３４は点灯ＰＷＭ値テーブルおよび消灯ＰＷＭ値テーブルの一例を示す図で
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ある。図３４（ａ）は、第１ＬＥＤ１２－１を点灯させる際の点灯パターンの照度曲線お
よび第２ＬＥＤ１２－２を消灯させる際の消灯パターンの照度曲線を示すものである。図
３４（ａ）に示す照度曲線から対応するＰＷＭ値が求められ、点灯／消灯時のＰＷＭ値テ
ーブルが作成される。図３４（ｂ）に示すように、点灯ＰＷＭ値テーブルは、第１ＬＥＤ
１２－１を点灯させる際に徐々に明るくなるような点灯の照度曲線によって定義されるＰ
ＷＭ値を格納する。また、図３４（ｃ）に示すように、消灯ＰＷＭ値テーブルは、第２Ｌ
ＥＤ１２－２を消灯させる際に徐々に暗くなるような消灯の照度曲線によって定義される
ＰＷＭ値を格納する。
【０１２０】
　ここで、図３５は照度一定のＰＷＭ値テーブルの一例を示す図である。図３５（ａ）は
、図３３で示したオーバーラップ期間（領域Ｃ）での消灯／点灯パターンの照度曲線を示
すものである。図３５（ａ）に示す消灯／点灯パターンの照度曲線は、第１ＬＥＤ１２－
１と第２ＬＥＤ１２－２とがそれぞれ消灯／点灯する場合に、オーバーラップ期間（領域
Ｃ）で全体の照度が一定に保つように設定された曲線である。また、図３５（ｂ）は、明
るさとＰＷＭ値の関係を示すものである。
【０１２１】
　図３５（ａ）に示す曲線を基に、図３５（ｂ）に示す明るさとＰＷＭ値の関係から、図
３５（ａ）のＸ軸の各ステップ区間でのＰＷＭ値が求められ、照度一定のＰＷＭ値テーブ
ルが作成される。図３５（ｃ）に示すように、照度一定のＰＷＭ値テーブルは、オーバー
ラップ期間（領域Ｃ）で全体の照度が一定に保たれつつ、第１ＬＥＤ１２－１を消灯させ
る際に徐々に暗くなるような消灯の照度曲線によって定義されるＰＷＭ値と、第２ＬＥＤ
１２－２を点灯させる際に徐々に明るくなるような点灯の照度曲線によって定義されるＰ
ＷＭ値を格納する。
【０１２２】
　照度一定制御手段１７６は、“照度一定のＰＷＭ値テーブル”を参照し、消灯制御手段
１７５を制御してオーバーラップ期間で第１ＬＥＤ１２－１を徐々に暗くなるように消灯
させるとともに、点灯制御手段１７４を制御して第２ＬＥＤ１２－２を徐々に明るくなる
ように点灯させることにより、オーバーラップ期間で照度を一定に保つように第１ＬＥＤ
１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の点灯および消灯を制御する。
【０１２３】
　具体的には、照度一定制御手段１７６は、図３３で示した領域Ｂとオーバーラップ期間
（領域Ｃ）と領域Ｄとで明るさが同じになるように制御する。オーバーラップ期間（領域
Ｃ）では、第１ＬＥＤ１２－１はデューティー比（ＰＷＭ値）を徐々に下げ暗くし消灯さ
せる。一方、オーバーラップ期間（領域Ｃ）では、第２ＬＥＤ１２－２はデューティー比
（ＰＷＭ値）を徐々に上げ明るくする。照度一定制御手段１７６は、第１ＬＥＤ１２－１
のデューティー比（ＰＷＭ値）を下げた場合に相当する明るさ分を、第２ＬＥＤ１２－２
のデューティー比（ＰＷＭ値）で上げることで、領域Ｂとオーバーラップ期間（領域Ｃ）
と領域Ｄとで明るさを一定（Ｌ１）に保つように制御する。
【０１２４】
　このように、第１ＬＥＤ１２－１から第２ＬＥＤ１２－２へと点灯状態を切替える場合
、第１ＬＥＤ１２－１から第２ＬＥＤ１２－２のトータルの照度が変化しないよう照明制
御することにより、点灯／消灯によるちらつきによりユーザに不快感を与えないことがで
きる。
【０１２５】
　すなわち、点灯タイミング制御手段１７２は、点灯制御手段１７４と、消灯制御手段１
７５と、照度一定制御手段１７６と連携して第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－
２のタイミング制御を行う。
【０１２６】
　次に、画像読取装置２０における画像読取処理の際の点灯制御処理について説明する。
【０１２７】
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　ここで、図３６は点灯制御処理の流れを示すフローチャートである。図３６に示すよう
に、画像読取装置２０の照明制御手段１７０は、まず、図３３に示す領域Ａにて第１ＬＥ
Ｄ１２－１についてデューティー比（ＰＷＭ値）を徐々に上げるような点灯を行う（Ｓ８
０１）。
【０１２８】
　図３７は、Ｓ８０１の処理の流れを詳細に示すフローチャートである。図３７に示すよ
うに、照明制御手段１７０は、初期設定（Ｎ＝１）した後（Ｓ９０１）、点灯制御手段１
７４により点灯ＰＷＭ値テーブルを参照し、点灯タイミング制御手段１７２に対して点灯
ＰＷＭ値テーブルのＰＷＭ値を既定時間ｎ毎に読み出し（Ｓ９０２）、第１ＬＥＤ１２－
１に対して与えられたＰＷＭ値を基に、点灯タイミング制御手段１７２の制御によって光
源駆動手段１７１を介して第１ＬＥＤ１２－１についてデューティー比（ＰＷＭ値）を徐
々に上げるような点灯処理を実行する（Ｓ９０３）。読み出したＰＷＭ値での点灯期間が
終了すると（Ｓ９０４：Ｙｅｓ）、照明制御手段１７０は、Ｎの値を１インクリメント（
Ｎ＝Ｎ＋１）した後（Ｓ９０５）、Ｎが全ての既定時間（分割ステップ数）ｎに達してい
なければ（Ｓ９０６：Ｎｏ）、Ｓ９０２に戻る。一方、照明制御手段１７０は、Ｎが全て
の既定時間ｎに達していれば（Ｓ９０６：Ｙｅｓ）、図３３に示す領域Ａにて第１ＬＥＤ
１２－１についてデューティー比（ＰＷＭ値）を徐々に上げるような点灯処理が終了した
ものとする。
【０１２９】
　図３６に戻り、領域Ａでの第１ＬＥＤ１２－１の点灯処理が終わると（Ｓ８０２：Ｙｅ
ｓ）、照明制御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１にて画像を取り込むため、第１ＬＥＤ
１２－１の点灯状態を画像取り込み可期間１（領域Ｂ）において継続して維持する（Ｓ８
０３）。
【０１３０】
　次に、照明制御手段１７０は、画像取り込み期間１（領域Ｂ）の終了後（Ｓ８０４：Ｙ
ｅｓ）、点灯オーバーラップ手段１７３によって第１ＬＥＤ１２－１と第２ＬＥＤ１２－
２との双方において点灯状態をオーバーラップさせるように制御する（Ｓ８０５）。
【０１３１】
　図３８は、Ｓ８０５の処理の流れを詳細に示すフローチャートである。図３８に示すよ
うに、照明制御手段１７０は、初期設定（Ｎ＝１）した後（Ｓ１００１）、照度一定制御
手段１７６により照度一定のＰＷＭ値テーブルを参照し、点灯タイミング制御手段１７２
に対して照度一定のＰＷＭ値テーブルのＰＷＭ値を既定時間ｎ毎に読み出し（Ｓ１００２
）、第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２に対して与えられたＰＷＭ値を基に、
点灯タイミング制御手段１７２の制御によって光源駆動手段１７１を介して第１ＬＥＤ１
２－１についてデューティー比（ＰＷＭ値）を徐々に下げるような点灯処理を実行し、第
２ＬＥＤ１２－２についてデューティー比（ＰＷＭ値）を徐々に上げるような点灯処理を
実行する（Ｓ１００３）。読み出したＰＷＭ値での点灯期間が終了すると（Ｓ１００４：
Ｙｅｓ）、照明制御手段１７０は、Ｎの値を１インクリメント（Ｎ＝Ｎ＋１）した後（Ｓ
１００５）、Ｎが全ての既定時間ｎに達していなければ（Ｓ１００６：Ｎｏ）、Ｓ１００
２に戻る。一方、照明制御手段１７０は、Ｎが全ての既定時間ｎに達していれば（Ｓ１０
０６：Ｙｅｓ）、図３３に示すオーバーラップ期間（領域Ｃ）にて第１ＬＥＤ１２－１お
よび第２ＬＥＤ１２－２について領域Ｂとオーバーラップ期間（領域Ｃ）と後述する領域
Ｄとで明るさを一定（Ｌ１）に保つような点灯処理が終了したものとする。
【０１３２】
　図３６に戻り、オーバーラップ期間（領域Ｃ）での第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥ
Ｄ１２－２の点灯処理が終わると（Ｓ８０６：Ｙｅｓ）、照明制御手段１７０は、第２Ｌ
ＥＤ１２－２にて画像を取り込むため、第２ＬＥＤ１２－２の点灯状態を画像取り込み可
期間２（領域Ｄ）において継続して維持する（Ｓ８０７）。
【０１３３】
　次に、照明制御手段１７０は、画像取り込み期間２（領域Ｄ）の終了後（Ｓ８０８：Ｙ
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ｅｓ）、図３３に示す領域Ｅにて第２ＬＥＤ１２－２についてデューティー比（ＰＷＭ値
）を徐々に下げるような消灯を行う（Ｓ８０９）。
【０１３４】
　図３９は、Ｓ８０９の処理の流れを詳細に示すフローチャートである。図３９に示すよ
うに、照明制御手段１７０は、初期設定（Ｎ＝１）した後（Ｓ１１０１）、消灯制御手段
１７５により消灯ＰＷＭ値テーブルを参照し、点灯タイミング制御手段１７２に対して消
灯ＰＷＭ値テーブルのＰＷＭ値を既定時間ｎ毎に読み出し（Ｓ１１０２）、第２ＬＥＤ１
２－２に対して与えられたＰＷＭ値を基に、点灯タイミング制御手段１７２の制御によっ
て光源駆動手段１７１を介して第２ＬＥＤ１２－２についてデューティー比（ＰＷＭ値）
を徐々に下げるような消灯処理を実行する（Ｓ１１０３）。読み出したＰＷＭ値での消灯
期間が終了すると（Ｓ１１０４：Ｙｅｓ）、照明制御手段１７０は、Ｎの値を１インクリ
メント（Ｎ＝Ｎ＋１）した後（Ｓ１１０５）、Ｎが全ての既定時間（分割ステップ数）ｎ
に達していなければ（Ｓ１１０６：Ｎｏ）、Ｓ１１０２に戻る。一方、照明制御手段１７
０は、Ｎが全ての既定時間ｎに達していれば（Ｓ１１０６：Ｙｅｓ）、図３３に示す領域
Ｅにて第２ＬＥＤ１２－２についてデューティー比（ＰＷＭ値）を徐々に下げるような消
灯処理が終了したものとする。
【０１３５】
　なお、照明制御手段１７０は、図３３に示すように、領域Ａにおける第１ＬＥＤ１２－
１についてデューティー比（ＰＷＭ値）を徐々に上げるような点灯処理の点灯時間（Ｔ－
ｕｐ）と、領域Ｅにおける第２ＬＥＤ１２－２についてデューティー比（ＰＷＭ値）を徐
々に下げるような消灯処理の消灯時間（Ｔ－ｄｏｗｎ）との関係は、
　　Ｔ－ｕｐ＞Ｔ－ｄｏｗｎ
となる様に制御する。これは人の目が明るくなる方に対しチラツキを感じ易い為、領域Ａ
の第１ＬＥＤ１２－１の点灯の立ち上がりを遅くするようにしたものである。一方、領域
Ｅの第２ＬＥＤ１２－２の消灯は領域Ａほどチラツキを考慮する必要が無く、第１ＬＥＤ
１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の点灯制御を早く終わらせるために、領域Ａの第１Ｌ
ＥＤ１２－１の点灯時間（Ｔ－ｕｐ）より短い時間（Ｔ－ｄｏｗｎ）で第２ＬＥＤ１２－
２の消灯処理を行う。
【０１３６】
　このように、第１ＬＥＤ１２－１の「消灯から点灯」時間（Ｔ－ｕｐ）を、第２ＬＥＤ
１２－２の「点灯から消灯」時間（Ｔ－ｄｏｗｎ）より長く制御することにより、眩しさ
に拠る不快感の低減化を図ることができるとともに、Ｔ－ｕｐ＝Ｔ－ｄｏｗＮの場合に比
べ、白飛び防止の為の原稿１枚取得時間を短縮することが可能となる。
【０１３７】
　眩しさに拠る不快感の低減化を図ることができるのは、以下の理由による。明るさに慣
れる指標として、明順応（明るさに慣れる状態）と暗順応（暗さになれる状態）がある。
一般に、明順応に比べ暗順応は数段に時間が掛かることが知られている。このことは「暗
い状態から明るい状態への変化」は、「明るい状態から暗い状態への変化」に対して、目
が敏感であることを示す。よって、光源の点灯と消灯を考えた場合、「消灯から点灯」は
、「点灯から消灯」に比べ検知されやすいからである。
【０１３８】
　このように本実施の形態によれば、一方の光源から他方の光源へ点灯状態を切替える場
合、２つの光源の点灯状態がオーバーラップするように制御することにより、周辺の人か
ら見た場合２つの光源の点灯／消灯パターンを見かけ上減少させることができる。
【０１３９】
　また、本実施の形態によれば、一方の光源から他方の光源へ点灯状態を切替える場合、
２つの光源のトータルの照度が変化しないよう照明制御することにより、周辺の人から光
源の切替時の照度変化を無くすことで、点灯／消灯によるちらつきによりユーザに不快感
を与えないことができる。
【０１４０】
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　すなわち、白飛び防止の為の原稿１枚取得する為の一方の光源から他方の光源へ点灯シ
フトする区間において、周辺の人からは見かけ一回の光源点灯と感じ、更に明るさ変動が
抑えられるので、光源の点灯および消灯によるちらつきでユーザに不快感を与えてしまう
ことを低減することができる。
【０１４１】
（第８の実施の形態）
　次に、第８の実施の形態について説明する。なお、前述した第７の実施の形態と同じ部
分は同じ符号で示し説明も省略する。
【０１４２】
　第７の実施の形態では、画像読取装置２０は、第２ＬＥＤ１２－２についてオーバーラ
ップ期間（領域Ｃ）において点灯処理を開始するようにしたが、本実施の形態においては
、第１ＬＥＤ１２－１が読取対象に対して光を照射して撮像部１０が撮像した読取画像を
記憶する画像取込み時に、第２ＬＥＤ１２－２を白飛びが発生しない明るさ以下で点灯さ
せるプレ点灯処理を開始するようにした点で異なるものとなっている。
【０１４３】
　ここで、図４０は第８の実施の形態にかかる画像読取装置２０の制御部１７が発揮する
機能を示す機能ブロック図である。図４０に示すように、制御部１７の照明制御手段１７
０は、プレ点灯手段１７８を更に備える。プレ点灯手段１７８は、第１ＬＥＤ１２－１が
読取対象に対して光を照射して撮像部１０が撮像した読取画像を記憶する画像取込み時に
、第２ＬＥＤ１２－２を白飛びが発生しない明るさ以下で点灯させるプレ点灯処理を開始
する。
【０１４４】
　図４１は第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の点灯制御例を示す図、図４２
は点灯制御処理の流れを示すフローチャートである。図４２に示すように、画像読取装置
２０の照明制御手段１７０は、まず、図４１に示す領域Ａ´にて第１ＬＥＤ１２－１につ
いてデューティー比（ＰＷＭ値）を徐々に上げるような点灯を行う（Ｓ８０１）。
【０１４５】
　併せて、画像読取装置２０の照明制御手段１７０は、第２ＬＥＤ１２－２についてプレ
点灯処理を行う（Ｓ１２０１）。なお、照明制御手段１７０は、プレ点灯処理において、
第２ＬＥＤ１２－２を白飛びが発生しない明るさ以下に抑える必要がある。また、本実施
の形態においては、照明制御手段１７０は、第２ＬＥＤ１２－２の点灯立ち上がり率を図
３３で示した第２ＬＥＤ１２－２の点灯立ち上がり率と同じに制御する。
【０１４６】
　一方で、照明制御手段１７０は、Ｓ８０１における点灯処理において、図４２に示すよ
うに、第２ＬＥＤ１２－２でプレ点灯処理を実行した分の明るさを目標値（Ｌ１）から差
し引いた明るさで第１ＬＥＤ１２－１を点灯する。これにより、載置台１３全体の明るさ
を一定（Ｌ１）に保つ。
【０１４７】
　このように構成することで、図４１に示す「Ｔ１」時間分だけ、図４１に示す点灯制御
例における領域Ａ´が図３３に示す点灯制御例における領域Ａに比して短くなり、図４１
に示す点灯制御例のほうが早く画像読み取り可能となる。
【０１４８】
　領域Ａ´での第１ＬＥＤ１２－１の点灯処理が終わると（Ｓ８０２：Ｙｅｓ）、照明制
御手段１７０は、第１ＬＥＤ１２－１にて画像を取り込むため、第１ＬＥＤ１２－１の点
灯状態を画像取り込み可期間１（領域Ｂ´）において継続して維持する（Ｓ８０３）。
【０１４９】
　併せて、照明制御手段１７０は、第２ＬＥＤ１２－２の点灯状態を画像取り込み可期間
１（領域Ｂ´）において継続して維持する（Ｓ１２０２）。
【０１５０】
　次に、照明制御手段１７０は、画像取り込み期間１（領域Ｂ´）の終了後（Ｓ８０４：
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Ｙｅｓ）、点灯オーバーラップ手段１７３によって第１ＬＥＤ１２－１と第２ＬＥＤ１２
－２との双方において点灯状態をオーバーラップさせるように制御する（Ｓ８０５）。
【０１５１】
　ここで、第２ＬＥＤ１２－２は、プレ点灯処理を実行しているので目標の明るさまでに
達する時間は図４１に示す点灯制御例に比べて「α」だけ短くなる（第２ＬＥＤ１２－２
の点灯立ち上がり率が図４１と図３３で同じ場合）。よって、第２ＬＥＤ１２－２の目標
化明るさ（Ｌ１）までに達した時点で図４１に示す点灯制御例の点灯制御時間は、図３３
に示す点灯制御例の点灯制御時間に比較して、Ｔ２（＝Ｔ１＋α）だけ短い制御で行える
。
【０１５２】
　オーバーラップ期間（領域Ｃ´）での第１ＬＥＤ１２－１および第２ＬＥＤ１２－２の
点灯処理が終わると（Ｓ８０６：Ｙｅｓ）、照明制御手段１７０は、第２ＬＥＤ１２－２
にて画像を取り込むため、第２ＬＥＤ１２－２の点灯状態を画像取り込み可期間２（領域
Ｄ´）において継続して維持する（Ｓ８０７）。
【０１５３】
　最後に、照明制御手段１７０は、画像取り込み期間２（領域Ｄ´）の終了後（Ｓ８０８
：Ｙｅｓ）、図４１に示す領域Ｅ´にて第２ＬＥＤ１２－２についてデューティー比（Ｐ
ＷＭ値）を徐々に下げるような消灯を行う（Ｓ８０９）。
【０１５４】
　すなわち、第２ＬＥＤ１２－２の目標の明るさ（Ｌ１）までに達した以降は、第２ＬＥ
Ｄ１２－２の制御は図３３に示す点灯制御例と同様であり、図４１に示す点灯制御例の点
灯制御時間は、図３３に示す点灯制御例の点灯制御時間に対してＴ２´（＝Ｔ２）だけ時
間短縮されることになる。
【０１５５】
　このように本実施の形態によれば、点灯制御時間を短縮することができる。
【０１５６】
（第９の実施の形態）
　次に、第９の実施の形態について説明する。なお、前述した第１の実施の形態乃至第８
の実施の形態と同じ部分は同じ符号で示し説明も省略する。
【０１５７】
　本実施の形態は、画像読取装置２０を有する画像形成装置４００について説明するもの
である。
【０１５８】
　図４３は、第９の実施の形態にかかる画像形成装置４００の構成例を示す構成図である
。画像形成装置４００は、給紙部４０３および画像形成装置本体４０４を有し、上部に例
えば画像読取装置２０が搭載されたデジタル複写機である。
【０１５９】
　画像形成装置本体４０４内には、タンデム方式の作像部４０５と、給紙部４０３から搬
送路４０７を介して供給される記録紙を作像部（画像形成部）４０５に搬送するレジスト
ローラ４０８と、光書き込み装置４０９と、定着搬送部４１０と、両面トレイ４１１とが
設けられている。
【０１６０】
　作像部４０５には、Ｙ，Ｍ，Ｃ，Ｋの４色のトナーに対応して４本の感光体ドラム４１
２が並設されている。各感光体ドラム４１２の回りには、帯電器、現像器４０６、転写器
、クリーナ、および除電器を含む作像要素が配置されている。
【０１６１】
　また、転写器と感光体ドラム４１２との間には両者のニップに挟持された状態で駆動ロ
ーラと従動ローラとの間に張架された中間転写ベルト４１３が配置されている。
【０１６２】
　このように構成されたタンデム方式の画像形成装置４００は、Ｙ，Ｍ，Ｃ，Ｋの色毎に
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に現像し、中間転写ベルト４１３上に例えばＹ，Ｍ，Ｃ，Ｋの順に１次転写を行う。
【０１６３】
　そして、画像形成装置４００は、１次転写により４色重畳されたフルカラーの画像を記
録紙に２次転写した後、定着して排紙することによりフルカラーの画像を記録紙上に形成
する。また、画像形成装置４００は、画像読取装置２０が読取った画像を記録紙上に形成
する。
【０１６４】
　画像形成装置４００は、上述した画像読取装置２０を備えているので、画像読取を行う
ときに正反射成分が除去された画像を出力することができ、ユーザに対して第１ＬＥＤ１
２－１および第２ＬＥＤ１２－２によるちらつきの不快感も与えない。
【０１６５】
　以上、各実施の形態について説明したが、それらの各部の具体的な構成、処理の内容、
データの形式等は、実施の形態で説明したものに限るものではない。また、以上説明して
きた実施の形態の構成は、相互に矛盾しない限り任意に組み合わせて実施可能であること
は勿論である。
【符号の説明】
【０１６６】
１０　撮像部
１２－１　第１ＬＥＤ
１２－２　第２ＬＥＤ
１４　記憶部
１５　画像合成部
１６　表示部
１７　制御部
１８　加算部
１９　電子シャッター
２０　　画像読取装置
１００　読み取り素子
１４０　第１画像領域
１４２　第２画像領域
１４４　最終画像用メモリ
１７０　照明制御手段
１７１　光源駆動手段
１７２　点灯タイミング制御手段
１７３　点灯オーバーラップ手段
１７４　点灯制御手段
１７５　消灯制御手段
１７６　照度一定制御手段
１７８　プレ点灯手段
４００　画像形成装置
４０５　作像部（画像形成部）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１６７】
【特許文献１】特開２０１０－０７４７２５号公報
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